
問　
役
場
職
員
が
、
地
域

で
の
貢
献
活
動
や
副
業
に

参
加
し
や
す
く
な
る
取
り

組
み
を
求
め
る
。
地
方
公

務
員
の
副
業
へ
の
就
労
は
、

村
長
（
任
命
権
者
）
の
許

可
が
必
要
。
本
村
で
は
、

職
員
服
務
規
程
第
21
条
２

（
営
利
企
業
等
従
事
許
可
の

手
続
き
）
で
、
職
員
の
副

業
を
限
定
し
て
認
め
て
い

る
が
、
職
員
の
地
域
貢
献

活
動
に
つ
い
て
は
、
消
極

的
だ
と
感
じ
る
。
職
員
服

務
規
程
で
、
地
域
貢
献
活

動
に
積
極
的
に
参
加
で
き

る
よ
う
に
、
村
の
副
業
に

関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

と
就
労
基
準
を
明
確
に
示

し
、
公
共
性
の
あ
る
組
織

で
の
副
業
に
就
労
し
や
す

く
な
る
よ
う
環
境
を
整
え

て
、
職
員
の
意
識
を
変
え

る
こ
と
で
、
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
で
の
貢
献
活
動
を

促
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
。

例
を
挙
げ
れ
ば
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

で
の
勤
務
や
ス
ポ
ー
ツ
指

導
な
ど
の
取
り
組
み
が
対

象
で
、
コ
ン
ビ
ニ
等
で
の

ア
ル
バ
イ
ト
は
対
象
外
で

あ
る
。
本
村
の
考
え
を
伺

う
。

答　
本
村
で
は
、
地
方
公

務
員
法
第
38
条
の
規
定
に

基
づ
き
、
職
員
の
営
利
企

業
等
の
従
事
の
制
限
で
、

「
職
務
専
念
義
務
と
の
関

係
」「
職
務
の
公
正
の
確

保
」「
職
員
の
品
位
の
維

持
」
の
観
点
か
ら
、
問
題

が
な
い
場
合
は
、
職
員
の

副
業
を
認
め
て
い
る
。
議

員
ご
指
摘
の
と
お
り
、「
新

た
な
地
域
づ
く
り
」
を
目

指
し
て
、
職
員
も
住
民
の

方
々
と
一
緒
に
考
え
、
本

村
の
「
住
民
力
」
を
生
か

せ
る
よ
う
に
、
地
域
と
の

関
わ
り
を
密
に
し
、
地
域

づ
く
り
に
積
極
的
に
参
加

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

と
考
え
る
。
ま
た
、
職
員

の
資
質
や
能
力
の
向
上
と

い
う
面
で
考
え
て
も
、
地

域
の
一
員
と
し
て
職
員
が

活
躍
す
る
こ
と
は
、
大
い

に
有
益
と
考

え
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、

営
利
企
業
等

の
従
事
の
制

限
の
運
用
に

つ
い
て
、「
新

た
な
地
域
の

あ
り
方
」
と

「
人
材
育
成
」

の
観
点
か

ら
、
検
討
し

た
い
。

問　
「
検
討
し
た
い
」
と
の

こ
と
だ
が
、
早
い
時
期
に

見
直
す
と
い

う
こ
と
か
。

答　

時
期
や

手
法
は
こ
れ

か
ら
と
な
る

が
、
早
期
の

見
直
し
を
検

討
し
た
い
。

問　

村
長
の

考
え
を
伺
う
。

答　

私
（
村

長
）
は
所
信

表
明
で
、
住

民
と
一
緒
に

考
え
て
、
と
も
に
地
域
を

つ
く
り
上
げ
た
い
と
申
し

上
げ
た
。
私
の
思
い
で
も

あ
り
、
役
場
全
体
の
意
志

で
も
あ
る
が
、
職
員
が
地

域
活
動
に
参
加
す
る
に

は
、
使
命
感
だ
け
で
は
限

界
が
あ
る
と
思
う
。

　
職
員
の
副
業
を
認
め
る

こ
と
で
、
地
域
貢
献
活
動

に
参
加
す
る
職
員
の
背
中

を
押
す
こ
と
に
な
る
の
で

あ
れ
ば
、
積
極
的
に
取
り

入
れ
て
い
き
た
い
と
考
え

る
。

審判で汗を流す職員

球審で少年野球振興に励む職員
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問 　役場職員の地域貢献活動を求める
答　副業基準を見直し貢献活動を奨励


